
 

 

 

令和４年第１回常総地方広域市町村圏事務組合議会臨時会議事日程  

 

令和４年６月２９日  

開会午後３時３０分  

 

 

日程第 １  議席の指定  

 

日程第 ２  選挙第 １号  常総地方広域市町村圏事務組合議会副議長の

選挙について 

 

日程第 ３  会議録署名議員の指名について  

 

日程第 ４  会期の決定について  

 

日程第 ５  承認第 １号  専決処分事項の承認を求めることについて  

（令和３年度常総地方広域市町村圏事務組合

一般会計補正予算（第４号）） 

 

日程第 ６  承認第 ２号  専決処分事項の承認を求めることについて  

（常総地方広域市町村圏事務組合職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例） 

 

日程第 ７  報告第 １号  令和３年度常総地方広域市町村圏事務組合一

般会計繰越明許費について 

 

日程第 ８  議案第 ６号  常総運動公園管理条例の一部を改正する条例

について 

 

日程第 ９  議案第 ７号  常総地方広域市町村圏事務組合監査委員の選

任について  

 

日程第１０  議案第 ８号  救助工作車の取得について  

 

日程第１１  議案第 ９号  令和４年度常総地方広域市町村圏事務組合一

般会計補正予算（第１号）について 

 

日程第１２  議員提出議案  

第 １号  

常総地方広域市町村圏事務組合議会特別委員

会条例の一部を改正する条例について  

 

日程第１３  議員提出議案  

第 ２号  

常総地方広域市町村圏事務組合議会会議規則

の一部を改正する規則について 
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常総地方広域市町村圏事務組合 
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選挙第 １号 

 

常総地方広域市町村圏事務組合議会副議長の選挙について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０３条及び第２９２条の規定によ

り、常総地方広域市町村圏事務組合議会副議長を次のとおり選挙するものとする。 

 

  令和４年６月２９日 提出 

 

                    常総地方広域市町村圏事務組合議会 

 

 

記 

 

 

常総地方広域市町村圏事務組合議会副議長    豊 島  葵 議員   
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承認第 １号   

 

専決処分事項の承認を求めることについて 

 

令和３年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第４号）につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

令和４年６月２９日 提出 

 

                      常総地方広域市町村圏事務組合 

                       管 理 者  松 丸 修 久 
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専決処分書 

 

 

令和３年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第４号）につい

て、特に緊急を要し、組合議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるた

め、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

 令和４年３月２８日 

 

 

常総地方広域市町村圏事務組合   

管 理 者  松 丸 修 久  
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提 案 理 由 

 

承認第 １号  専決処分事項の承認を求めることについて 

 

令和３年度一般会計補正予算（第４号）については新型コロナウイルス感染症の

影響により年度内の納品が困難となったため、事業の繰越明許費を追加設定する

ものです。 

なお、今回の補正予算（第４号）は、特に緊急を要し組合議会を招集する時間的

余裕がないことが明らかであるため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、

令和４年３月２８日に専決処分したもので、同条第３項の規定により議会に報告

し、承認を求めるものです。 
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承認第 ２号   

 

専決処分事項の承認を求めることについて 

 

常総地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求め

る。 

 

令和４年６月２９日 提出 

 

                      常総地方広域市町村圏事務組合 

                       管 理 者  松 丸 修 久 
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専決処分書 

 

 

常総地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例について、特に緊急を要し、組合議会を招集する時間的余裕がないことが明らか

であるため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。 

 

 

 令和４年４月１４日 

 

 

常総地方広域市町村圏事務組合   

管 理 者  松 丸 修 久 
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常総地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例 

 

（常総地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 常総地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例（昭和52年常総

地方広域市町村圏事務組合条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第20条第２項及び第３項中「100分の127.5」を「100分の120」に、「100分

の72.5」を「100分の67.5」に改める。 

（常総地方広域市町村圏事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の

一部改正） 

第２条 常総地方広域市町村圏事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（令和元年常総地方広域市町村圏事務組合条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

第９条第２項中「100分の127.5」を「100分の120」に、「100分の167.5」を

「100分の162.5」に改める。 

（常総地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用

弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 常総地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の報酬、期末手当及び

費用弁償に関する条例（令和元年常総地方広域市町村圏事務組合条例第７号）

の一部を次のように改正する。 

第10条第１項第２号中「100分の127.5」を「100分の120」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、第１条の規定による改正後の常総

地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第20条第２項（同条第３項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び常総地方広域市町村圏事

務組合職員の給与に関する条例（以下この項において「給与条例」という。）

第20条第４項から第６項まで（常総地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業

等に関する条例（平成４年常総地方広域市町村圏事務組合条例第４号）第16条

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）若しくは、第24条第１項から

第３項まで、第５項若しくは第７項の規定にかかわらず、これらの規定により

算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から令和

３年12月に支給された期末手当の額に、同月１日（同日前１箇月以内に退職し
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た者にあっては、当該退職をした日）における次に掲げる職員（給与条例の適

用を受ける者をいう。以下この項において同じ。）の区分ごとに、それぞれ当

該各号に定める割合を乗じて得た額（以下この項において「調整額」とい

う。）を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるとき

は、期末手当は、支給しない。 

(1) (2)及び(3)に掲げる職員以外の職員 127.5分の15 

(2) 常総地方広域市町村圏事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する

条例第７条第１項に規定する特定任期付職員 167.5分の10 

(3) 再任用職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の４第１項

又は第28条の５第１項の規定により採用された職員をいう。） 

 72.5分の10 

（規則への委任） 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で

定める。 
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常総地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例 新旧対照表 

 

（第１条関係）  

改正案 現行 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に 

100分の120 を乗じて得た額に、基準日以

前６箇月以内の期間における職員の在職期

間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に 

100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以 

前６箇月以内の期間における職員の在職期

間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「100分の120  」とある

のは「100分の67.5」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「100分の127.5」とある 

のは「100分の72.5」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

 

常総地方広域市町村圏事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例 新旧対照表 

 

（第２条関係）  

改正案 現行 

（給与条例の適用除外） （給与条例の適用除外） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条

第１項及び第20条第２項の規定の適用につ

いては、給与条例第２条第１項中「この条

例」とあるのは「この条例及び常総地方広

域市町村圏事務組合一般職の任期付職員の

採用等に関する条例（令和元年常総地方広

域市町村圏事務組合条例第６号）第７条の

規定」と、給与条例第20条第２項中 

「100分の120  」とあるのは 

「100分の162.5」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条

第１項及び第20条第２項の規定の適用につ

いては、給与条例第２条第１項中「この条

例」とあるのは「この条例及び常総地方広

域市町村圏事務組合一般職の任期付職員の

採用等に関する条例（令和元年常総地方広

域市町村圏事務組合条例第６号）第７条の

規定」と、給与条例第20条第２項中 

「100分の127.5」とあるのは 

「100分の167.5」とする。 
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常総地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例 

新旧対照表 

 

（第３条関係） 

改正案 現行 

（期末手当） （期末手当） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 期末手当の額は、報酬の月額（日額又

は時間額によって報酬を支給する場合に

は、組合規則で定める方法により月額に

換算した額）に100分の120 を乗じて得

た額に、基準日以前の期間におけるその

者の在職期間の次の表に掲げる区分に応

じ、当該区分に定める割合を乗じて得た

額とする。この場合において、同一の任

命権者に再度任用された者は、引き続き

その職にあったものとみなす。 

(2) 期末手当の額は、報酬の月額（日額又

は時間額によって報酬を支給する場合に

は、組合規則で定める方法により月額に

換算した額）に100分の127.5を乗じて得

た額に、基準日以前の期間におけるその

者の在職期間の次の表に掲げる区分に応

じ、当該区分に定める割合を乗じて得た

額とする。この場合において、同一の任

命権者に再度任用された者は、引き続き

その職にあったものとみなす。 

（略） （略） 

２ （略） ２ （略） 

 

  



- 13 - 

 

 

提 案 理 由 

 

承認第 ２号  専決処分事項の承認を求めることについて 

 

令和３年人事院勧告に基づく一般職の給与に関する法律の一部改正を踏まえ、

当組合の一般職員、任期付職員及び会計年度任用職員の給与を定める各条例につ

いても、所要の措置を講じ、給与制度の適正化を図るものです。 

改正内容は、期末手当の年間支給月数を一般職員、任期付職員は０．１５月分、

再任用職員は０．１月分引き下げるものです。 

また、令和３年１２月期に反映できなかった減額相当分を令和４年６月期の期

末手当から減額する旨を附則に規定しております。 

なお、今回の条例改正は、特に緊急を要し組合議会を招集する時間的余裕がない

ことが明らかであるため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和４年４

月１４日に専決処分したもので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求

めるものです。 
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報告第 １号 

 

   令和３年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計繰越明許費について 

 

令和３年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計繰越明許費について、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、下記の

とおり報告する。 

 

  令和４年６月２９日 提出 

 

                      常総地方広域市町村圏事務組合 

                       管 理 者  松 丸 修 久 

 

 

令和３年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計繰越明許費計算書 

     （単位 円） 

款 項 事業名 金額 
翌年度 

繰越額 

左の財源内訳 

既収入 

特定財源 

未収入特定財源 

一般財源 国 県 

支出金 
地方債 その他 

2 

総務費 

1 

総務管

理費 

事務棟電力

量計取付事

業 

 

242,000 

 

 

0 

   

 

  

0 

2 

総務費 

1 

総務管

理費 

ネットワー

クシステム

整備事業 

 

6,338,000 

 

 

6,338,000 

   

 

  

6,338,000 

2 

総務費 

2 

防災費 

防災センタ

ー高圧ケー

ブル及びＰ

ＡＳ交換事

業 

 

2,530,000 

 

2,530,000 

   

 

  

2,530,000 

3 

民生費 

1 

社会福

祉費 

障害者支援

施設空調設

備更新事業 

 

14,058,000 

 

14,058,000 

   

10,400,000 

  

3,658,000 
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款 項 事業名 金額 
翌年度 

繰越額 

左の財源内訳 

既収入 

特定財源 

未収入特定財源 

一般財源 国 県 

支出金 
地方債 その他 

4 

衛生費 

1 

清掃費 

ネットワー

クシステム

整備事業 

 

808,000 

 

808,000 

     

808,000 

5 

土木費 

1 

都市計

画費 

公園消火器

購入事業 

 

228,000 

 

227,400 

     

227,400 

5 

土木費 

1 

都市計

画費 

自動制御装

置点検整備

事業 

 

3,135,000 

 

3,135,000 

     

3,135,000 

5 

土木費 

1 

都市計

画費 

ネットワー

クシステム

整備事業 

 

705,000 

 

705,000 

     

705,000 

6 

消防費 

1 

消防費 

消防救急活

動用品等購

入事業 

 

198,000 

 

198,000 

 

 

    

198,000 

6 

消防費 

1 

消防費 

ネットワー

クシステム

整備事業 

 

7,550,000 

 

7,550,000 

     

7,550,000 

合計 35,792,000 35,549,400   10,400,000  25,149,400 
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議案第 ６号   

 

常総運動公園管理条例の一部を改正する条例について 

 

常総運動公園管理条例（令和３年常総地方広域市町村圏事務組合条例第１号）の

一部を別紙のとおり改正する。 

 

令和４年６月２９日 提出 

 

                      常総地方広域市町村圏事務組合 

                       管 理 者  松 丸 修 久 
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常総運動公園管理条例の一部を改正する条例 

 

常総運動公園管理条例（令和３年常総地方広域市町村圏事務組合条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

第７条第１項第２号中「写真」の次に「、映像」を加える。 

別表第１中「・多目的広場」及び「・屋外プール（無料施設 ゲートボール

場）」を削る。 

別表第２中 

「 

業として行う写真の撮影 写真機1台につき1日 100 

」を 

「 

業として行う写真、映像の撮影 撮影機1台につき1日 100 

」に改める。 

別表第５の１の表多目的広場の部、屋外プールの部及びゲートボール場の項を

削る。 

別表第５備考２中「する。」の次に「ただし、室内温水プールの個人利用は除

く。」を加える。 

別表第５の２の表中 

「 

野球場 午前9時から午後9時まで。ただ

し、6月から9月までの間にあっ

ては、午前6時から午後9時まで

とする。 

毎週火曜日及び12月29日から

翌年1月3日までの日を除く毎

日。ただし、屋外プールの使

用日に当たる日及び火曜日が

祝日の場合を除く。 

テニスコート 

自由広場 

総合体育館 午前9時から午後9時まで 

室内温水プール 

陸上競技場 午前9時から午後7時まで。ただ

し、6月から9月までの間にあっ

ては、午前6時から午後9時まで

とする。 

多目的広場 

ゲートボール場 

（無料施設） 

」を 

「 

野球場 午前9時から午後9時まで。ただ

し、6月から9月までの間にあっ

ては、午前6時から午後9時まで

毎週火曜日及び12月29日から

翌年1月3日までの日を除く毎

日。ただし、7月第3火曜日か

テニスコート 

自由広場 
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とする。 ら8月31日までの火曜日及び火

曜日が祝日の場合を除く。 総合体育館 午前9時から午後9時まで 

室内温水プール 

陸上競技場 午前9時から午後7時まで。ただ

し、6月から9月までの間にあっ

ては、午前6時から午後7時まで

とする。 

」に改め、 

同表屋外プールの項を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年７月１日から施行する。 
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常総運動公園管理条例 新旧対照表 

 

改正案 現行 

（行為の制限） （行為の制限） 

第７条 公園において、次に掲げる行為をし 

ようとする者は、規則で定めるところによ

り、管理者の許可を受けなければならない。

ただし、法第５条第１項又は法第６条第１項

若しくは第３項の規定に基づく許可に係るも

のについては、この限りでない。 

第７条 公園において、次に掲げる行為をし

ようとする者は、規則で定めるところによ

り、管理者の許可を受けなければならない。

ただし、法第５条第１項又は法第６条第１項

若しくは第３項の規定に基づく許可に係るも

のについては、この限りでない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 業として写真、映像又は映画を撮影す

ること。 

(2) 業として写真      又は映画を撮影す

ること。 

(3)～(8) （略） (3)～(8) （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

別表第１（第８条関係） 別表第１（第８条関係） 

有料公園施設 有料公園施設 

有料公園施設の

名称及び位置 

有料公園施設の種類 

常総運動公園 

守谷市野木崎 

4700番地 

野球場・総合体育館・会議

室・テニスコート・自由広

場・陸上競技場            

 ・室内温水プール         

                          

      
 

有料公園施設の

名称及び位置 

有料公園施設の種類 

常総運動公園 

守谷市野木崎 

4700番地 

野球場・総合体育館・会議

室・テニスコート・自由広

場・陸上競技場・多目的広

場・室内温水プール・屋外

プール（無料施設 ゲート

ボール場） 
 

別表第２（第19条関係） 別表第２（第19条関係） 

第７条第１項各号に掲げる行為をする場合の

使用料 

第７条第１項各号に掲げる行為をする場合の

使用料 

行為の内容 単位 金額 

（円） 

物品の販売、募金その

他これらに類する行為 

1日につき 540 

業として行う写真、映

像の撮影 

撮影機1台に

つき1日 

100 

業として行う映画の撮

影 

1日につき 5,400 

行為の内容 単位 金額 

（円） 

物品の販売、募金その

他これらに類する行為 

1日につき 540 

業として行う写真     

 の撮影 

写真機1台に

つき1日 

100 

業として行う映画の撮

影 

1日につき 5,400 
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興行 1日につき 5,400 

競技会、展示会、博覧

会、祭礼、集会その他

これらに類する催し 

1平方メート

ルにつき1日 

50 

 

興行 1日につき 5,400 

競技会、展示会、博覧

会、祭礼、集会その他

これらに類する催し 

1平方メート

ルにつき1日 

50 

 

別表第５（第19条関係） 別表第５（第19条関係） 

(1) 有料公園施設の利用区分、利用時間及び

使用料 

(1) 有料公園施設の利用区分、利用時間及び

使用料 

施設名 区分 使用料（円） 

6時～ 

9時 

9時～ 

13時 

13時～ 

17時 

17時～ 

21時 

野球場 全面 3,750 5,000 5,000 5,000 

総合体

育館 

全面  5,000 

(6,000) 

5,000 

(6,000) 

5,000 

(6,000) 

2分の1

面 

 2,500 

(3,000) 

2,500 

(3,000) 

2,500 

(3,000) 

4分の1

面 

 1,250 

(1,500) 

1,250 

(1,500) 

1,250 

(1,500) 

会議室 全室  200 200 200 

2分の1

室 

 100 100 100 

テニス

コート 

1面 1時間につき 400 

自由広

場 

1面 1時間につき 1,250 

2分の1

面 

1時間につき 750 

4分の1

面 

1時間につき 400 

陸上競

技場 

全面専

用 

1時間につき 1,250 

一般個

人 

1名1時間につき 150 

小中学

生個人 

1名1時間につき 100 

  
 

 

 

室内温

 

 

 

一般個

 

 

 

1名1回につき 400 

施設名 区分 使用料（円） 

6時～ 

9時 

9時～ 

13時 

13時～ 

17時 

17時～ 

21時 

野球場 全面 3,750 5,000 5,000 5,000 

総合体

育館 

全面  5,000 

(6,000) 

5,000 

(6,000) 

5,000 

(6,000) 

2分の1

面 

 2,500 

(3,000) 

2,500 

(3,000) 

2,500 

(3,000) 

4分の1

面 

 1,250 

(1,500) 

1,250 

(1,500) 

1,250 

(1,500) 

会議室 全室  200 200 200 

2分の1

室 

 100 100 100 

テニス

コート 

1面 1時間につき 400 

自由広

場 

1面 1時間につき 1,250 

2分の1

面 

1時間につき 750 

4分の1

面 

1時間につき 400 

陸上競

技場 

全面専

用 

1時間につき 1,250 

一般個

人 

1名1時間につき 150 

小中学

生個人 

1名1時間につき 100 

多目的

広場 

全面 1時間につき 750 

2分の1

面 

1時間につき 370 

室内温 一般個 1名1回につき 400 
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水プー

ル 

人 

小中学

生個人 

1名1回につき 120 

全面専

用 

2時間につき 21,000 

1コー

ス専用 

2時間につき 3,000 

 

水プー

ル 

人 

小中学

生個人 

1名1回につき 120 

全面専

用 

2時間につき 21,000 

1コー

ス専用 

2時間につき 3,000 

屋外プ

ール 

一般個

人 

1名1回につき 500 

小中学

生個人 

1名1回につき 200 

ゲート

ボール

場 

全面 無料 

 

備考 備考 

１ この表でその使用時間が区分されたもの

について、使用時間がその区分に満たない

場合でも、時間割計算はしないものとす

る。 

１ この表でその使用時間が区分されたもの

について、使用時間がその区分に満たない

場合でも、時間割計算はしないものとす

る。 

２ この表は、圏域内利用者（常総地方広域

市町村圏事務組合規約（昭和47年地指令第

297号）第２条及び第３条に規定する市に

在住し、在学し、又は在勤する者をいう。

以下同じ。）が半数を占める場合に適用

し、圏域内利用者が半数に満たない場合

は、この表の使用料の額に２を乗じて得た

額とする。ただし、室内温水プールの個人

利用は除く。 

２ この表は、圏域内利用者（常総地方広域

市町村圏事務組合規約（昭和47年地指令第

297号）第２条及び第３条に規定する市に

在住し、在学し、又は在勤する者をいう。

以下同じ。）が半数を占める場合に適用

し、圏域内利用者が半数に満たない場合

は、この表の使用料の額に２を乗じて得た

額とする。                            

             

３ この表の()書きの使用料は、７月から９

月までに使用する場合に適用する。 

３ この表の()書きの使用料は、７月から９

月までに使用する場合に適用する。 

４ 室内温水プールのコース専用に係る使用

については、大会等で全面使用する場合の

ほかは、１コースのみとし、10人以上の使

用に限る。 

４ 室内温水プールのコース専用に係る使用

については、大会等で全面使用する場合の

ほかは、１コースのみとし、10人以上の使

用に限る。 

５ 室内温水プールの回数券は、一般 

4,000円、小中学生1,200円とし、当該回数

券の表示額の１割増しの額の回数分を使用

５ 室内温水プールの回数券は、一般 

4,000円、小中学生1,200円とし、当該回数

券の表示額の１割増しの額の回数分を使用
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できるものとする。 できるものとする。 

６ 興行、営利又は宣伝を目的として使用す

る場合は、この表の使用料の額に４を乗じ

て得た額とする。 

６ 興行、営利又は宣伝を目的として使用す

る場合は、この表の使用料の額に４を乗じ

て得た額とする。 

７ 施設の使用料の額の計算において、 

10円未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てる。 

７ 施設の使用料の額の計算において、 

10円未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てる。 

８ 未就学児にあっては、個人利用に限り無

料とする。 

８ 未就学児にあっては、個人利用に限り無

料とする。 

(2) 使用時間及び使用日 (2) 使用時間及び使用日 

区分 使用時間 使用日 

野球場 午前9時から午後9

時まで。ただし、

6月から9月までの

間にあっては、午

前6時から午後9時

までとする。 

毎週火曜日及び 

12月29日から翌

年1月3日までの

日を除く毎日。 

ただし、7月第3

火曜日から8月31

日までの火曜日

及び火曜日が祝

日の場合を除

く。 

テニスコ

ート 

自由広場 

総合体育

館 

午前9時から午後9

時まで 

室内温水

プール 

陸上競技

場 

午前9時から午後7

時まで。ただし、

6月から9月までの

間にあっては、午

前6時から午後7時

とする。 
 

区分 使用時間 使用日 

野球場 午前9時から午後9

時まで。ただし、

6月から9月までの

間にあっては、午

前6時から午後9時

までとする。 

毎週火曜日及び 

12月29日から翌

年1月3日までの

日を除く毎日。 

ただし、屋外プ

ールの使用日に

当たる日   

及び火曜日が祝

日の場合を除

く。 

テニスコ

ート 

自由広場 

総合体育

館 

午前9時から午後9

時まで 

室内温水

プール 

陸上競技

場 

午前9時から午後7

時まで。ただし、

6月から9月までの

間にあっては、午

前6時から午後9時

までとする。 

多目的広

場 

ゲートボ

ール場 

（無料施

設） 

屋外プー

ル 

午前9時から午後5

時まで 

7月1日から同月 

19日までの土曜

日、日曜日及び

祝日並びに同月2

0日から8月31日

まで（9月1日又

は同月2日が日曜

日の場合にあっ
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ては、その日曜

日まで）の毎日 
 

備考 備考 

１ 管理者が特に必要と認めるときは、使用

時間及び使用日を変更することができる。 

１ 管理者が特に必要と認めるときは、使用

時間及び使用日を変更することができる。 

２ 使用時間には、利用者が施設を使用する

際に要する準備時間及び使用後の原状回復

に要する時間を含むものとする。 

２ 使用時間には、利用者が施設を使用する

際に要する準備時間及び使用後の原状回復

に要する時間を含むものとする。 
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提 案 理 由 

 

議案第 ６号  常総運動公園管理条例の一部を改正する条例について 

 

公募対象公園施設の整備に伴い、多目的広場、屋外プール及びゲートボール場を

削除し、併せて語句の整理をするものです。 

この条例は、令和４年７月１日から施行するものです。 
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議案第 ７号   

 

常総地方広域市町村圏事務組合監査委員の選任について 

 

下記の者を常総地方広域市町村圏事務組合監査委員に選任したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求

める。 

 

令和４年６月２９日 提出 

 

                      常総地方広域市町村圏事務組合 

                       管 理 者  松 丸 修 久 

 

 

記 

 

 

１ 住  所   

 

２ 氏  名  下
しも

 村
むら

 文
ふみ

 男
お

 

 

 ３ 生年月日   
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提 案 理 由 

 

議案第 ７号  常総地方広域市町村圏事務組合監査委員の選任について 

 

現監査委員の高坂明夫氏の任期が令和４年７月２１日をもって満了することか

ら、後任の監査委員として下村文男氏を選任したいので、地方自治法第１９６条第

１項の規定により、議会の同意を求めるものです。 
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参考資料（議案第７号関係） 

 

 

経 歴 書 （抜 粋） 

 

 

○ 氏  名  下 村
しもむら

 文男
ふみお

 

 

○ 生年月日   

 

○ 住  所   

 

○ 略  歴    昭和４３年 ３月  茨城県立水海道第一高等学校卒業 

４３年 ４月  守谷町役場 入庁 

平成１６年 ４月  守谷市役所 総務部長 

１９年 ４月    〃   生活経済部長 

２２年 ３月    〃   定年退職 

２２年 ４月  つくば国際大学東風小学校 事務長 

２３年 ３月    〃          退職 

２４年 ４月  守谷市社会福祉協議会 事務局長 

２９年 ３月    〃        退職 

令和 ３年１１月  常総衛生組合 公平委員 

 

現在に至る。 
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議案第 ８号 

 

救助工作車の取得について 

 

 下記のとおり財産を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和４７年常総地方広域市町村圏事務組合条例第１３号）第３条の規定

により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年６月２９日 提出 

 

                      常総地方広域市町村圏事務組合 

                       管 理 者  松 丸 修 久 

 

 

記 

 

 

１ 取得の種類及び数量  救助工作車１台 

２ 取 得 の 方 法  指名競争入札 

３ 取 得 の 金 額  １８４，８００，０００円 

４ 取 得 の 相 手 方  東京都港区港南一丁目２番７０号 

帝商株式会社  

代表取締役 中野 誠 

 

東京都港区芝五丁目３６番７号三田ベルジュビル１９階 

             株式会社モリタ 東京支店 

             支店長 山北 忠司 
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提 案 理 由 

 

議案第 ８号  救助工作車の取得について 

 

守谷消防署の救助工作車は平成１４年１２月に配備されてから１９年が経過し、

車両故障が頻繁に発生しており、部品調達が困難な状況であるため更新するもの

です。 
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参考資料（議案第８号関係） 

１ 入札顛末書 
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２ 物品類売買仮契約書 
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３ 救助工作車概要 
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提 案 理 由 

 

議案第 ９号  令和４年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算 

（第１号）について 

 

 令和４年度一般会計補正予算（第１号）については、令和４年度より複数年契約

を開始する消防印刷機及び組合ネットワーク更新事業に係るパソコンリースにつ

いて、債務負担行為を設定するものです。 
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議員提出議案第 １号   

 

常総地方広域市町村圏事務組合議会特別委員会条例の一部を改正する条例

について 

 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１１２条

の規定により提出する。 

 

令和４年６月２９日 提出 

 

 

 常総地方広域市町村圏事務組合議会議長 中村 博美 様 

 

 

提出者 常総地方広域市町村圏事務組合議会議員  伯耆田 富夫 

 

賛成者 常総地方広域市町村圏事務組合議会議員  長谷川 信市 

 

   賛成者 常総地方広域市町村圏事務組合議会議員  寺田  文彦 
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常総地方広域市町村圏事務組合議会特別委員会条例の一部を改正する条例 

 

常総地方広域市町村圏事務組合議会特別委員会条例（平成２年常総地方広域市

町村圏事務組合条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１項中「地方自治法（」の次に「昭和22年法律第67号。」を加え、

「第110条」を「第109条」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任す

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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常総地方広域市町村圏事務組合議会特別委員会条例 新旧対照表 

 

改正案 現行 

（特別委員会） （特別委員会） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号。

以下「法」という。）第109条の規定に基づ

き特定の事件を調査又は審査させるため必

要があるときは、議会の議決により特別委

員会（以下「委員会」という。）を置くこ

とができる。 

第１条 地方自治法（1                             

以下「法」という。）第110条の規定に基づ

き特定の事件を調査又は審査させるため必

要があるときは、議会の議決により特別委

員会（以下「委員会」という。）を置くこ

とができる。 

２ （略） ２ （略） 

３ 委員は、委員会に付議された事件が議会

において審議されている間在任する。 

〔新設〕 
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提 案 理 由 

 

議員提出議案第 １号  常総地方広域市町村圏事務組合議会特別委員会条例の

一部を改正する条例について 

 

常総地方広域市町村圏事務組合議会特別委員会条例については、平成２年に制

定して以来、見直しをしておりませんでした。この間、平成２４年に地方自治法

等の改正より特別委員会を設置できる規定が変更となっていたため、今回、引用

する条項を変更するとともに、特別委員会の委員の任期を明文化するものです。 

この条例は、公布の日から施行するものです。 

 

  



- 42 - 

 

議員提出議案第 ２号   

 

常総地方広域市町村圏事務組合議会会議規則の一部を改正する規則につい

て 

 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１１２条

の規定により提出する。 

 

令和４年６月２９日 提出 

 

 

 常総地方広域市町村圏事務組合議会議長 中村 博美 様 

 

 

提出者 常総地方広域市町村圏事務組合議会議員  伯耆田 富夫 

 

賛成者 常総地方広域市町村圏事務組合議会議員  長谷川 信市 

 

   賛成者 常総地方広域市町村圏事務組合議会議員  寺田  文彦 
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常総地方広域市町村圏事務組合議会会議規則の一部を改正する規則 

 

常総地方広域市町村圏事務組合議会会議規則（昭和47年常総地方広域市町村圏

事務組合規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第３条の見出し中「（議席番号）」を「（議席）」に改め、同条第１項中「補

欠」を削り、「前任議員の議席とする」を「最初の会議において、議長が定め

る」に改め、「ただし、同一市町村の補欠議員２人以上のときは、議長がこれを

定める。」を削り、同条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加え

る。 

２ 補欠議員の議席は、前任議員の席とする。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮り、議席を

変更することができる。 

第23条を第23条の２とし、第22条の次に次の１条を加える。 

（議案の提出） 

第23条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、

地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第112条第２項の規

定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについて

は１人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。 

第35条第１項中「、請願者の住所及び氏名（法人の場合には、その名称及び代

表者の氏名）」を「及び請願者の住所」に改め、「し、」の次に「請願者が署名

又は記名」を加え、同条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、同条第３

項中「署名し、又は」を「署名又は」に改め、同項を同条第４項とし、同条中第

２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 請願者が法人の場合には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、法人の名

称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印しなければならない。 

第45条を第47条とする。 

第10章を第12章とし、第９章の次に次の２章を加える。 

第10章 協議又は調整を行うための場 

（協議又は調整を行うための場） 

第45条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又

は調整を行うための場（以下「協議等の場」という。）を別表のとおり設け

る。 

２ 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。 

第11章 議員の派遣 

（議員の派遣） 
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第46条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の

議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派

遣を決定することができる。 

２ 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場

所、期間、その他必要な事項を明らかにしなければならない。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第45条関係） 

名称 目的 構成員 招集権者 

全員協議会 議案の審査又は議会に関し協議又は

調整を行うため 

全議員 議長 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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常総地方広域市町村圏事務組合議会会議規則 新旧対照表 

 

改正案 現行 

（議席）     （議席番号） 

第３条     議員の議席は、最初の会議にお

いて、議長が定める。 

第３条 補欠議員の議席は、前任議員の議席

とする            。 

 ただし、同一市町村の補欠議員２人以上のと

きは、議長がこれを定める。 

２ 補欠議員の議席は、前任議員の席とす

る。 

〔新設〕 

３ 議長は、必要があると認めるときは、討

論を用いないで会議に諮り、議席を変更す

ることができる。 

〔新設〕 

４ （略） ２ （略） 

（議案の提出） 

第２３条 議員が議案を提出しようとすると

きは、その案をそなえ、理由を付け、地方

自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」

という。）第112条第２項の規定によるも

のについては所定の賛成者とともに連署

し、その他のものについては１人以上の賛

成者とともに連署して、議長に提出しなけ

ればならない。 

〔新設〕 

（動議） （動議） 

第２３条の２ （略） 第２３条 （略） 

（請願書の記載事項等） （請願書の記載事項等） 

第３５条 請願書には、邦文を用い、請願の

趣旨、提出年月日及び請願者の住所      

                                      

     を記載し、請願者が署名又は記名押

印しなければならない。 

第３５条 請願書には、邦文を用い、請願の

趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名

（法人の場合には、その名称及び代表者の氏

名）を記載し、                       押

印しなければならない。 

２ 請願者が法人の場合には、邦文を用い、

請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び

所在地を記載し、代表者が署名又は記名押

印しなければならない。 

〔新設〕 

３ （略） ２ （略） 
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４ 請願の紹介議員は、請願書の表紙に署名

又は    記名押印しなければならない。 

３ 請願の紹介議員は、請願書の表紙に署名

し、又は記名押印しなければならない。 

５ （略） ４ （略） 

６ （略） ５ （略） 

第１０章 協議又は調整を行うための

場 

（協議又は調整を行うための場） 

第４５条 法第100条第12項の規定により議

案の審査又は議会の運営に関し協議又は調

整を行うための場（以下「協議等の場」と

いう。）を別表のとおり設ける。 

２ 協議等の場の運営その他必要な事項は、

議長が別に定める。 

〔新設〕 

第１１章 議員の派遣 

（議員の派遣） 

第４６条 法第100条第13項の規定により議

員を派遣しようとするときは、議会の議決

でこれを決定する。ただし、緊急を要する

場合は、議長において議員の派遣を決定す

ることができる。 

２ 前項の規定により、議員の派遣を決定す

るに当たっては、派遣の目的、場所、期

間、その他必要な事項を明らかにしなけれ

ばならない。 

〔新設〕 

第１２章 その他 第１０章 その他 

（補足） （補足） 

第４７条 （略） 第４５条 （略） 

別表（第45条関係）  

名称 目的 構成員 招集権者 

全員協議

会 

議案の審査又

は議会に関し

協議又は調整

を行うため 

全議員 議長 
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提 案 理 由 

 

議員提出議案第 ２号  常総地方広域市町村圏事務組合議会会議規則の一部を

改正する規則について 

 

常総地方広域市町村圏事務組合議会会議規則については、これまで明文化され

ていなかった議員の議案提出権、議員が協議又は調整を行うための場としての全

員協議会、議会が派遣する議員派遣についての規定を整備し、あわせて行政手続

における押印を見直すことで円滑な議会運営を図るものです。 



 

 

 

令和４年第１回常総地方広域市町村圏事務組合議会臨時会議事日程  

（追加日程）  

 

令和４年６月２９日  

 

 

追加日程第１   常総地方広域市町村圏事務組合議会議員の派

遣について 

 

追加日程第２  議案第１０号  令和４年度常総地方広域市町村圏事務組合一

般会計補正予算（第２号）について 
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常総地方広域市町村圏事務組合議会議員の派遣について 

 

本議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１３項及び常総

地方広域市町村圏事務組合議会会議規則（昭和４７年常総地方広域市町村圏事務

組合規則第３号）第４６条の規定により、次の議員を派遣するものとする。 

 

 

１ 先進地視察 

 （１）目  的   当組合においては、最終処分場が未整備で自区内処理の原

則に基づく整備が求められている。 

現在、常総環境センターから排出される溶融スラグや飛

灰処理物などを搬出処分している山形県米沢市の最終処分

場及び令和２年度より操業を開始した水戸市一般廃棄物第

三最終処分場について現状を把握するとともに環境保全へ

の取組みなどの先進事例を視察する。 

 

（２）派遣場所  山形県米沢市ジークライト㈱最終処分場 

及び茨城県水戸市最終処分場 

 

（３）期  間  令和４年１０月２０日～２１日の２日間 

 

（４）派遣議員  全議員 

 

（５）そ の 他  上記（１）から（４）の派遣内容に変更が生じた場合は，そ

の扱いについて議長に一任する。 
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提 案 理 由 

 

議案第１０号  令和４年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会計補正予算

（第２号）について 

 

令和４年度一般会計補正予算（第２号）については、歳入歳出の総額を増減なし

とし、歳入歳出総額６６億５，５９４万２千円とするものです。 

歳出で、先進地視察研修に係る旅費、自動車借上料及び有料道路通行料を追加

するもので、議会費で４９万１千円、総務費で１０万円、衛生費で２万４千円を

増額し、予備費の共通分を６１万５千円減額するものです。 

 

 


